
[bookmark: _Hlk171526524][bookmark: _Hlk171523162]柳井市森林環境整備事業補助金交付要綱
（目的）
第１条　この要綱は、森林の有する多面的機能の維持・増進に資することを目的として、柳井市森林環境整備基金を活用し、民有林等において実施する森林整備事業に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
（補助対象事業、補助率等）
第２条　補助金の交付の対象となる事業内容、交付対象者、採択基準、補助率等は、別表のとおりとする。
（補助金の交付申請）
[bookmark: _Hlk175590763]第３条　本要綱に定める補助金の交付を受けようとする者（以下「交付対象者」という。）は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
（１）森林環境整備事業補助金交付申請書（別記第１号様式）
（２）収支予算書（別記第２号様式）
（３）その他市長が必要と認める書類
　（補助金の交付決定）
第４条　市長は、前条による申請があった場合において、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当であると認めるときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定するものとする。
２　市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、交付対象者に通知するものとする。
（内容の変更）
第５条　前条の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の交付の決定後において、事業の内容に変更が生じた場合には、森林環境整備事業補助金変更申請書（別記第３号様式）を市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる変更以外の軽微な変更については、市との協議により判断することとする。
（１）補助金総額の３割を超える減額
（２）区分の廃止又は新設
（３）補助金総額の増額
（実績報告）
第６条　補助事業者は、補助事業が完了したときは、次の書類を補助事業の完了の日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
（１）森林環境整備事業補助金実績報告書（別記第４号様式）
（２）収支精算書（別記第２号様式）
（３）その他市長が必要と認める書類
（額の確定）
第７条　市長は、報告書を受けた場合においては、報告書等の書類の審査、必要に応じて行う現場調査等により、その報告が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、その旨を補助事業者に通知する。
（交付請求）
第８条　補助事業者は、前条による確定通知を受けた場合において、森林環境整備事業補助金交付請求書（別記第５号様式）を市長に提出するものとする。
（決定の取消し）
第９条　市長は、補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補
助金の交付の決定の内容、これに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
２　前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
（補助金の返還）
第１０条　市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに
係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
２　市長は、前項の規定により補助金の返還を命じた場合において、やむを得ない事情がある
と認めるときは、補助事業者の申請により返還の期限を延長すること、又は返還の免除をすることができるものとする。
３　補助事業者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該
補助金の交付目的を達成するためにとった措置及び当該補助金をその返還の期限までに返還することができない理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
（関係書類の整備及び保存）
第１１条　補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収入及び支出を明らかにした書類及び帳簿を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から５年間保存しなければならない。
（その他)
第１２条　この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附　則
この要綱は、令和２年１０月１日から施行する。
附　則
この要綱は、令和６年９月１日から施行する。
附　則
この要綱は、令和７年８月１日から施行し、令和７年４月１日から適用する。



	事業区分
	事業内容
	交付対象者
	補助対象経費
	採択基準等
	補助率

	里山再生支援事業
	集落周辺の里山林の一体的整備
	集落の代表者から委託を受けた事業体
	竹林、枯死木、著しく損傷した立木、風倒木等の伐採、処理に要する経費
	倒木等の危険防止や野生動物の被害の軽減のために整備を必要とする、住民の生活環境保全上重要であると認める森林（原則所有者の異なる３筆以上の隣接した森林）であること。
	施業に要する経費の10/10以内

	[bookmark: _Hlk202279696]作業道改良事業
	既設作業道の改良
	森林所有者及び林業生産活動を行っている森林組合等法人又は個人事業主
	砂利舗装、コンクリート舗装、土のう積、草刈機刈開に要する経費
	作業道の改良を実施した翌年度の初日から起算して２年を経過する日までに、改良後の作業道を利用して森林整備（森林経営管理制度に基づく山林調査を含む。）を行う見込みがあること。
	補助対象経費の１/２以内


別表（第２条関係）


別記
第１号様式（第３条関係）
年　　月　　日　

（宛先）柳井市長

申請者　住　　所　　　　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　　　　　
（電話番号）　　　　　　　　　　　  

森林環境整備事業補助金交付申請書

[bookmark: _Hlk173858873]下記の事業を実施したいので、柳井市森林環境整備事業補助金交付要綱第３条の規定により、関係書類を添えて申請します。

記

１　事業名
[bookmark: _Hlk204852901]２　補助金交付申請額　　　金　　　　　　　円


第２号様式（第３条関係、第６条関係）

収支予算（精算）書

１　収入
	区　　分
	予算（精算）書
	備　　考

	市補助金
	円　
	

	
	
	

	
	
	

	計
	
	




２　支出
	区　　分
	予算（精算）書
	備　　考

	
	円　
	

	
	
	

	
	
	

	計
	
	




第３号様式（第５条関係）
年　　月　　日　

（宛先）柳井市長

申請者　住　　所　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　　
（電話番号）　　　　　　　　  

森林環境整備事業補助金変更申請書

　　　　　年　　　月　　　日付けで補助金の交付決定を受けた下記事業の実施について、事業内容を変更したいので、柳井市森林環境整備事業補助金交付要綱第５条の規定により、関係書類を添えて申請します。

記

１　事業名

２　事業内容の変更理由

３　事業内容の変更の内容　　別紙のとおり

４　関係書類


第４号様式（第６条関係）
年　　月　　日　

（宛先）柳井市長

申請者　住　　所　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　　
（電話番号）　　　　　　　　  

森林環境整備事業補助金実績報告書

　　　　　年　　月　　日付けで補助金の交付決定を受けた下記事業を完了したので、柳井市森林環境整備事業補助金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて報告します。

記

１　事業名



第５号様式（第８条関係）
　年　　月　　日　

（宛先）柳井市長　

申請者　住　　所　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　　
（電話番号）　　　　　　　　  

森林環境整備事業補助金交付請求書

年　　月　　日付けで補助金の額の確定を受けた柳井市森林環境整備事業補助金について、柳井市森林環境整備事業補助金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり請求します。

記

１　事業名　

２　請求金額　　　金　　　　　　　円

